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船舶事故調査報告書 

 

 平成２４年３月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２３年７月１５日 ０７時２０分ごろ 

発生場所 愛知県西尾市一色港北西方沖 

一色港西防波堤灯台から真方位３０７°１.２５海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°４８.０′ 東経１３６°５９.６′） 

事故調査の経過 平成２３年７月１５日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したた

め行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 勝栄
かつえい

丸、１.３トン 

ＡＣ３－４６２２０（漁船登録番号）、個人所有 

７.３８ｍ（Lr）×２.０７ｍ×０.７６ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、６０kＷ（漁船法馬力数）、昭和５９年８月５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６４歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５０年５月３０日 

免許証交付日 平成２１年４月２２日 

（平成２６年５月３０日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船外機等に濡損 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、一色港北西方沖において、水流噴射式

貝けた網を使用してあさり漁を操業中、平成２３年７月１５日０７時２０

分ごろ、一色港西防波堤灯台から真方位３０７°１.２５Ｍ付近において、

転覆した。 

転覆した本船を発見した操業中の僚船は、すぐに救助に向かったが、本

船付近に船長の姿が認められず、所属する漁業協同組合等に連絡し、来援

した多数の僚船と捜索に当たった。また、同漁業協同組合から連絡を受け

た海上保安庁の巡視艇、航空機が加わって捜索中、０９時４３分ごろ、本

事故発生場所付近の海底から船長が発見され、搬送された病院で死亡が確

認された。 

船長の死因は、溺水であった。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １ 

海象：海上 平穏、潮高 約１８０cm、潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項 船長は、救命胴衣を着用していなかった。 

本船は、舵が右に切られ、また、スロットルレバーを引いた状態で発見
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 された。 

本船の水流噴射式貝けた網漁は、重さ約５０～６０Kg の貝けた網に海水

ポンプで発生させた高圧水を送り、下向きに付いたノズルから噴射させて

砂と一緒にあさりを掘り起こし、引いている袋網に貝を採取する漁法であ

り、通常はえい
．．

網ロープを４～５ｍ繰り出して直進でゆっくりと引くもの

であった。 

本事故発生海域は、海図上の水深が１～２ｍで底質が砂である。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

なし 

本船は、一色港北西方沖において、水流噴射式

貝けた網を使用してあさり漁を操業中、転覆した

可能性があると考えられるが、転覆した状況を明

らかにすることはできなかった。 

船長の死因は、溺水であったが、溺水に至った

状況を明らかにすることはできなかった。 

船長は、救命胴衣を着用していれば、溺水しな

かった可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、一色港北西方沖において、水流噴射式貝けた網漁の

操業中、転覆したことにより発生した可能性があると考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・救命胴衣を着用すること。 

 




